
     

令

和

七

年

十

二

月 

        
 

 

令
和
七
年
十
一
月
文
京
区
議
会
定
例
議
会
議
案 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

文 
 

京 
 

区 
   

(三 ) 



 



  
議
案
第
五
十
八
号 

 

小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
頁 

議
案
第
五
十
九
号 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

７
頁 

議
案
第
六 
十
号 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

９
頁 

議
案
第
六
十
一
号 

 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

頁 
目 

 
 

 
 

次 
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議
案
第
五
十
八
号 

 
 

 

小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

小
石
川
運
動
場
改
修
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

小
石
川
運
動
場
改
修
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
九
千
七
百
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

長
谷
川
・
高
橋
建
設
共
同
企
業
体 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
世
田
谷
区
太
子
堂
一
丁
目
四
番
二
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

長
谷
川
体
育
施
設
株
式
会
社
関
東
支
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

執
行
役
員
支
店
長 

村
上
滋
文 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
目
白
台
二
丁
目
十
四
番
十
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
橋
電
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

高
橋
靖
幸 
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（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
六
月
十
八
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
七
年
度 
一
般
会
計 

区
民
費 

ア
カ
デ
ミ
ー
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
五
十
九
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 

  
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に

よ
る
随
意
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
一
億
八
千
三
十
七
万
八
千
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

東
京
都
文
京
区
千
石
三
丁
目
二
十
九
番
二
十
六―

一
〇
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
口
建
設
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

山
口
巖 

  

（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
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び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 
令
和
七
年
度 

一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
六
十
号 

 
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 

  
 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事
請
負
契
約 

 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事
施
行
の
た
め
、
左
記
請
負
契
約
を
締
結
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

記 

一 

契

約

の

目

的 
 

文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
二
十
五
階
旧
レ
ス
ト
ラ
ン
改
修
機
械
設
備
工
事 

二 

契

約

の

方

法 
 

制
限
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ
る
契
約 

三 

契

約

金

額 
 

金
二
億
九
千
九
百
二
十
万
円 

四 

契
約
の
相
手
方 

 

酒
井
・
松
嶋
建
設
共
同
企
業
体 

構
成
員
（
代
表
者
） 

 

東
京
都
文
京
区
大
塚
六
丁
目
十
一
番
十
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

酒
井
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

酒
井
孝 

構
成
員 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
文
京
区
本
郷
四
丁
目
三
十
五
番
十
四
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

松
嶋
建
設
工
業
株
式
会
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

代
表
取
締
役 

安
田
洋
之 
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（
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
文
京
区
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及

び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
文
京
区
条
例
第
十
二
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出

い
た
し
ま
す
。 

  

（
参 

 

考
） 

一 

工 
 

 

期 
 

契
約
締
結
の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
十
二
月
十
日
ま
で 

二 

支
出
科
目
等 

 

令
和
七
年
度 
一
般
会
計 

総
務
費 

施
設
管
理
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
八
年
度 

債
務
負
担
行
為 
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議
案
第
六
十
一
号 

 
 

 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提 

出 

者 
 

文
京
区
長 

 

成 
 

澤 
 

廣 
 

修 
 

 
 

 
 

  
 

 

訴
訟
上
の
和
解
に
つ
い
て 

 

文
京
区
は
、
左
記
訴
訟
事
件
に
関
し
、
次
の
と
お
り
和
解
す
る
。 

一 

訴
訟
事
件
名 

 
 

建
物
明
渡
等
請
求
事
件 

二 

当
事
者 

 
 

原
告 

 

東
京
都
文
京
区
春
日
一
丁
目
十
六
番
二
十
一
号 

 
 

 
 

 
 

文
京
区 

 
 

 
 

 
 

右
記
代
表
者 

 

文
京
区
長 

 

成
澤
廣
修 

 
 

被
告 

 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 
 

 
 

 
 

あ
あ
あ
あ
あ 

三 

事
件
の
概
要 

 
 

原
告
は
、
文
京
区
立
住
宅
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
令
和
四
年
十
二
月
文
京
区
条
例
第
三
十
八
号
）
の
施
行
に
よ
り
廃
止
し
た

別
紙
物
件
目
録
記
載
の
建
物
（
以
下
「
本
件
建
物
」
と
い
う
。
）
に
居
住
す
る
被
告
に
対
し
、
当
該
廃
止
に
先
立
ち
、
賃
貸
借
契

約
の
解
約
を
申
し
入
れ
て
き
た
が
、
被
告
か
ら
本
件
建
物
の
明
渡
し
が
さ
れ
な
い
ま
ま
、
令
和
五
年
三
月
一
日
を
も
っ
て
当
該
賃
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貸
借
契
約
が
終
了
し
た
。 

こ
の
た
め
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
令
和
五
年
六
月
十
六
日
を
期
限
と
し
て
本
件
建
物
の
明
渡
し
を
請
求
し
た
が
、
被
告
は
、

当
該
期
限
を
過
ぎ
た
後
も
こ
れ
に
応
じ
て
い
な
い
。 

そ
こ
で
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
に
本
件
建
物
の
明
渡
し
並
び
に
使
用
料
及
び
共
益
費
相
当
額
損

害
金
の
支
払
を
求
め
る
訴
え
を
東
京
地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
同
裁
判
所
か
ら
当
事
者
双
方
に
和
解
に
つ
い
て
の
意
思

確
認
が
あ
り
、
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
和
解
内
容
で
合
意
を
み
た
。 

四 

和
解
内
容 

 

㈠ 

原
告
及
び
被
告
は
、
当
事
者
間
の
本
件
建
物
に
係
る
別
紙
売
買
契
約
（
以
下
「
別
紙
売
買
契
約
」
と
い
う
。
）
を
、
本
日
（
本

和
解
成
立
日
に
）
締
結
す
る
。 

 

㈡ 

原
告
及
び
被
告
は
、
当
事
者
間
の
本
件
建
物
に
関
す
る
平
成
二
十
七
年
十
二
月
二
十
五
日
付
賃
貸
借
契
約
が
、
本
日
、
本
和

解
成
立
を
も
っ
て
終
了
し
た
こ
と
を
相
互
に
確
認
す
る
。 

 

㈢ 

被
告
は
、
本
和
解
成
立
日
の
前
日
ま
で
の
賃
料
及
び
共
益
費
を
、
令
和
八
年
三
月
十
六
日
限
り
一
括
し
て
原
告
が
別
に
指
定

す
る
方
法
で
支
払
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
原
告
と
被
告
は
、
被
告
が
当
該
賃
料
及
び
共
益
費
と
し
て
、
東
京
法
務
局
に
令

和
五
年
三
月
分
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
分
ま
で
月
二
十
万
六
千
百
円
の
割
合
に
よ
り
供
託
し
た
金
員
に
つ
い
て
、
被
告
が
取
戻

請
求
を
す
る
も
の
と
し
、
原
告
は
こ
れ
を
承
諾
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
支
払
の
事
実
を
証
す

る
書
面
の
写
し
に
つ
い
て
、
同
日
中
に
原
告
に
対
し
て
別
に
指
定
す
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号
宛
て
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

㈣ 

被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
本
和
解
成
立
日
か
ら
別
紙
売
買
契
約
に
基
づ
く
本
件
建
物
の
引
渡
日
の
前
日
に
至
る
ま
で
、
月
二

十
万
六
千
百
円
の
割
合
に
よ
る
金
員
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
当
該
金
員
を
、
本
件
建
物
の
引
渡
日
限
り
一
括
し
て

原
告
が
別
に
指
定
す
る
方
法
で
支
払
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
告
は
、
原
告
に
対
し
、
支
払
の
事
実
を
証
す
る
書
面
の
写

し
に
つ
い
て
、
同
日
中
に
原
告
に
対
し
て
別
に
指
定
す
る
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号
宛
て
に
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。 
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㈤ 

原
告
に
お
い
て
預
か
り
保
管
中
の
保
証
金
は
、
被
告
が
別
紙
売
買
契
約
に
基
づ
く
本
件
建
物
に
係
る
売
買
代
金
並
び
に
㈢
及

び
㈣
の
金
員
を
支
払
い
、
原
告
が
当
該
支
払
を
確
認
し
た
後
、
こ
れ
を
返
還
す
る
。 

 

㈥ 
別
紙
売
買
契
約
に
係
る
売
買
代
金
支
払
義
務
を
被
告
が
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
又
は
被
告
が
金
融
機
関
の
融
資
の
承
認
を
得

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
別
紙
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
本
件
建
物
の
明
渡
し
及
び
保
証
金
に
係
る
取
扱
い

は
、
別
紙
売
買
契
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

ア 

被
告
は
、
建
物
明
渡
し
済
み
に
至
る
ま
で
、
本
和
解
成
立
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
十
六
日
ま
で
の
間
は
月
二
十
万
六
千
百

円
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
以
降
は
月
四
十
一
万
二
千
二
百
円
の
割
合
に
よ
る
金
員
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
当

該
金
員
を
、
原
告
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
一
括
し
て
原
告
が
別
に
指
定
す
る
方
法
で
支
払
う
。
た
だ
し
、
金
融
機
関
の
融

資
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
被
告
の
責
め
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
被
告
は
、
本
和
解
成
立
日
か
ら
令
和
八
年

六
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
月
二
十
万
六
千
百
円
、
令
和
八
年
七
月
一
日
以
降
は
月
四
十
一
万
二
千
二
百
円
の
割
合
に
よ
る
金

員
の
支
払
義
務
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
当
該
金
員
を
、
原
告
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
一
括
し
て
原
告
が
別
に
指
定
す
る
方

法
で
支
払
う
。 

イ 

原
告
に
お
い
て
預
か
り
中
の
保
証
金
は
、
原
告
が
㈢
の
賃
料
及
び
共
益
費
並
び
に
ア
の
金
員
の
支
払
を
確
認
し
た
後
、
こ

れ
を
返
還
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
件
建
物
の
原
状
回
復
費
用
そ
の
他
被
告
が
負
担
す
べ
き
費
用
が
あ
る
と
き
は
、

保
証
金
の
う
ち
か
ら
こ
れ
を
控
除
す
る
こ
と
と
し
、
保
証
金
か
ら
こ
れ
ら
被
告
が
負
担
す
べ
き
費
用
を
控
除
し
た
額
の
金
員

を
返
還
す
る
。
保
証
金
の
額
が
、
被
告
が
負
担
す
べ
き
費
用
に
満
た
な
い
と
き
は
、
被
告
は
、
原
告
が
別
に
指
定
す
る
方
法

で
、
原
告
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
当
該
不
足
分
を
支
払
う
。 

 

㈦ 

本
件
建
物
が
被
告
に
引
き
渡
さ
れ
る
前
に
別
紙
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
（
㈥
に
定
め
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
け
る

本
件
建
物
の
明
渡
し
及
び
保
証
金
に
係
る
取
扱
い
は
、
同
契
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
㈥
ア
本
文
及
び
イ
の
規
定
を
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
令
和
八
年
三
月
十
六
日
」
と
あ
る
の
は
「
原
告
が
別
に
指
定
す
る
明
渡
し
期
限
の
日
」
と
、
「
令
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（  ） （  ） 
 

（  ） 
 和

八
年
三
月
十
七
日
」
と
あ
る
の
は
「
原
告
が
別
に
指
定
す
る
明
渡
し
期
限
の
日
の
翌
日
」
と
す
る
。 

 
㈧ 

本
件
建
物
が
被
告
に
引
き
渡
さ
れ
た
後
に
別
紙
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
又
は
同
契
約
に
基
づ
き
原
告
が
買
戻
権
を
行

使
し
た
場
合
に
お
け
る
本
件
建
物
の
明
渡
し
に
係
る
取
扱
い
は
、
別
紙
売
買
契
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
㈥
ア
本
文
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
本
和
解
成
立
日
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
別
紙
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
日
の
翌
日
又

は
同
契
約
に
基
づ
き
原
告
が
買
戻
権
を
行
使
し
買
戻
代
金
の
提
供
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
」
と
、
「
令
和
八
年
三
月
十
六
日
」

と
あ
る
の
は
「
原
告
が
別
に
指
定
す
る
明
渡
し
期
限
の
日
」
と
、
「
令
和
八
年
三
月
十
七
日
」
と
あ
る
の
は
「
原
告
が
別
に
指

定
す
る
明
渡
し
期
限
の
日
の
翌
日
」
と
す
る
。 

 

㈨ 

別
紙
売
買
契
約
第
十
二
条
に
基
づ
き
原
告
が
被
告
か
ら
本
件
建
物
を
買
い
戻
す
場
合
に
お
け
る
本
件
建
物
の
明
渡
し
に
係
る

取
扱
い
は
、
別
紙
売
買
契
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
㈧
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

㈩ 

原
告
は
、
そ
の
余
の
請
求
を
放
棄
す
る
。 

 
 

 

原
告
及
び
被
告
は
、
本
件
に
関
し
、
和
解
条
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
何
ら
の
債
権
債
務
の
な
い
こ
と
を
相
互
に
確
認
す

る
。 

 
 

 

訴
訟
費
用
は
、
各
自
の
負
担
と
す
る
。 

 
 

 

本
件
建
物
に
係
る
売
買
代
金
支
払
義
務
を
被
告
が
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
又
は
被
告
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
金
融

機
関
の
融
資
の
承
認
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
別
紙
売
買
契
約
が
解
除
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
被
告
は
、
原
告

が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
鑑
定
に
要
し
た
費
用
相
当
額
を
原
告
に
支
払
う
。 

  （
説 

 

明
） 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
十
六
条
第
一
項
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

十  
一  

十  
二  

十  
三  
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別
紙 

 
物
件
目
録 

 

（
一
棟
の
建
物
の
表
示
） 

 
 

所

在 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 
 

建

物

の

名

称 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 
 

構

造 
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
地
下
一
階
付
十
三
階
建
て 

 
 

床

面

積 

一
階 

六
四
八
・
八
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
階 
六
五
八
・
五
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
階 

五
二
五
・
四
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
階
か
ら
十
一
階
ま
で 

各
階
二
四
六
・
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

十
二
階
及
び
十
三
階 
各
階
二
四
一
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

地
下
一
階 

八
七
八
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

（
敷
地
権
の
目
的
で
あ
る
土
地
の
表
示
） 

 
 

 

土

地

の

符

号 

一 

 
 

 

所
在
及
び
地
番 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 
 

 

地

積 

一
七
四
〇
・
七
九
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

（
専
有
部
分
の
建
物
の
表
示
） 

 
 

 

家

屋

番

号 

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ 

 
 

 

建

物

の

名

称 

あ
あ
あ
あ 
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種

類 

居
宅 

 
 

 

構

造 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
階
建
て 

 
 

 
床

面

積 

あ
あ
部
分 

あ
あ
あ
あ
あ
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

あ 
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別紙 

 

売 買 契 約 

 

売主文京区（以下「甲」という。）と買主あああああ（以下「乙」という。）

は、次の条項により売買契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（信義誠実の義務） 

第１条 甲及び乙は、互いに信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければな

らない。 

 

（売買物件） 

第２条 甲は、甲が所有する別紙「物件目録」記載の区分所有建物に掲げる区

分所有建物（以下「本物件」という。）を現状有姿のまま乙に売り渡し、乙

は、これを買い受けるものとする。 

 

（売買面積） 

第３条 本物件の売買面積は、別紙「物件目録」に掲げる床面積によるものと

し、甲及び乙は、本契約締結後、本物件の面積が当該床面積と異なることを

発見しても、売買代金の増額又は減額の請求をすることができない。 

 

（売買代金） 

第４条 本物件の売買代金は、金 74,430,000 円とする。 

内訳 土地代金 金 52,100,000 円 

    建物代金 金 22,330,000 円（うち消費税及び地方消費税 2,030,000

円） 

 

（契約保証金） 

第５条 乙は、契約保証金として金 7,443,000 円を甲の発行する納入通知書に

より、その指定する期日までに、その指定する場所において、支払わなけれ
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ばならない。 

２ 契約保証金には、利息を付さない。 

３ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を乙に返還

しない。 

４ 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、本契約が解除されたときは、契約

保証金を乙に返還しない。 

５ 第１項の契約保証金は、第２１条に定める損害賠償金の予定又はその一部

と解釈しない。 

 

（売買代金の支払） 

第６条 乙は、第４条の売買代金から契約保証金を差し引いた額を、甲の発行

する納入通知書により、令和８年３月１６日までに、その指定する場所にお

いて、支払わなければならない。この場合において、乙は、甲に対し、支払

の事実を証する書面の写しについて、同日中に甲に対して別に指定するファ

クシミリ番号宛てに送付しなければならない。 

 

（所有権の移転） 

第７条 本物件の所有権は、乙が第４条の売買代金の支払を完了したときに、

甲から乙に移転する。 

２ 本物件の引渡し（以下「引渡し」という。）は、乙が第４条の売買代金の

支払を完了した日とする。 

３ 乙は、甲から引渡しを受けたときは、甲が別に定める受領書を提出しなけ

ればならない。 

４ 乙が受領書を提出しないときは、甲は引渡しを行わない。 

５ 乙は、本物件が現状有姿で引き渡されることを十分に理解し、本物件の第

１項による所有権移転前であっても、必要となる修繕、整備及び安全性の確

保については、自らの負担及び責任において行うものとする。 

 

（所有権の移転登記） 

第８条 前条第１項の規定により本物件の所有権が乙に移転したときは、甲は、
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遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 

２ 前項に規定する所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（用途の制限） 

第９条 乙は、本物件を次に掲げる用途に供してはならない。 

 ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号から第６号までに規定する者、反社会的団体及びその構

成員がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用 

 ⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第

１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業その他これらに類する業のための用 

 ⑶ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律

第１４７号）に基づく処分を受けている、若しくは過去に受けたことのあ

る団体、その役職員又は構成員の活動のための用 

２ 乙は、本物件の所有権を第三者に移転するとき又は賃貸借その他使用及び

収益を目的とする権利を第三者に設定するときは、前項各号に規定する用途

の制限を当該第三者に承継させなければならない。 

 

（所有権移転等の制限） 

第１０条 乙は、本契約の締結の日から起算して１０年間（以下「指定期間」

という。）は、本物件の所有権を第三者に移転し、又は賃貸借その他使用及

び収益を目的とする権利を設定することができない。 

 

（買戻しの特約） 

第１１条 甲は、乙が前条の義務に違反したときは、乙に対し、第４条の売買

代金金 74,430,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）及び契約印紙代並び

に第８条第２項の登記費用（以下これらをあわせて「買戻代金」という。）

を返還し、本物件を買い戻すことができる。 

２ 前項の規定により買戻しをすることができる期間は、指定期間とする。 

３ 乙は、前２項に定める買戻しの特約について、登記することを承諾するも



 

20 

のとし、当該特約に関する登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。 

４ 甲が第１項の買戻権を行使しようとするときは、実地に調査し、又は参考

となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合におい

て、立入調査が必要なときは、甲は、乙の承諾を得て本物件に立ち入るのを

原則とするが、乙が正当な理由なく本物件への立入りを拒否したとき又は緊

急やむをえないときはこの限りでない。 

５ 甲が第１項の買戻権を行使し、買戻代金の提供を行ったときは、その提供

と同時に本物件の所有権及び占有は、乙から甲に移転する。 

６ 乙は、甲から提供を受けた買戻代金を受領するのと引換えに、前項の所有

権の移転登記手続に必要な書類一式を交付する。 

７ 前項の移転登記費用は甲の負担とする。 

８ 第１項の定めにより、甲が本物件の買戻しを行ったことで、乙又は第三者

に損害が生じても、甲はその責任を負わない。 

 

（甲に対する買戻しの求め） 

第１２条 乙の事情により乙が指定期間内に本物件の売却を希望する場合には、

乙は、甲に対し、買戻代金で、本物件の買戻しを求めることができる。 

２ 甲は、乙から前項の求めがあったときは、実地に調査し、又は参考となる

べき報告若しくは資料の提出を求めることができる。この場合において、立

入調査が必要なときは、甲は、乙の承諾を得て本物件に立ち入るのを原則と

するが、乙が正当な理由なく本物件への立入りを拒否したとき又は緊急やむ

をえないときはこの限りでない。 

３ 甲は、前項の調査に基づき、第１項の求めを承諾したときは、買戻代金の

提供を行うものとし、買戻代金の提供と同時に本物件の所有権及び占有が、

乙から甲に移転する。 

４ 乙は、甲から提供を受けた買戻代金を受領するのと引換えに、前項の所有

権の移転登記手続に必要な書類一式を交付する。 

５ 前項の移転登記費用は甲の負担とする。 

６ 甲が第１項の求めに応じないときは、乙は、第１０条の定めにかかわらず、

本物件の所有権を第三者に移転することができる。この場合において、甲は、
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特約事項の抹消登記に応じるものとし、抹消登記にかかる費用は乙の負担と

する。 

 

（実地調査等） 

第１３条 甲は、本契約の履行に当たり、必要があると認めたときは、乙に対

して実地に調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めるこ

とができる。 

 

（違約金） 

第１４条 乙は、第９条に規定する義務に違反したときは、第４条の売買代金

の３０パーセントの額(１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

２ 前項の違約金は、第２１条の規定による損害賠償金の予定又はその一部と

解さない。 

 

（危険負担） 

第１５条 本契約締結後、引渡しまでの間において、天災事変等甲及び乙の責

めに帰することのできない事由により本物件が滅失し、又は毀損したことに

より、本物件の引渡しができなくなった場合は、甲又は乙は本契約を解除す

ることができる。 

２ 前項に規定する事由により本物件が毀損した場合において、本物件の修復

が可能なとき（次項に規定する場合を除く。）は、甲は、本物件を修復して

乙に引き渡すものとする。この場合において、乙は、甲が引渡しの時期を合

理的な範囲で変更することについて、甲に対し異議を述べることはできない。 

３ 甲及び乙は、前項に規定する甲による修復が著しく困難なとき又は過大な

費用を要するときは、本契約を解除することができる。 

４ 第１項又は前項の規定により、本契約が解除されたときは、乙は甲の指定

する期日までに速やかに本物件を明け渡す。この場合、退去にかかる一切の

費用は乙の負担とする。 

５ 第１項又は第３項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、第４条
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に規定する売買代金のうち、既に受領している分について、無利息で乙に返

還する。 

６ 第１項又は第３項の規定により本契約が解除されたときは、甲は、乙が負

担した第２２条に定める契約等の費用並びに本物件に支出した必要費及び有

益費その他一切の費用は返還しない。 

 

（契約不適合責任の免責） 

第１６条 甲は、本物件を現状有姿の状態で乙に売却するものとし、乙は、本

契約締結後、本物件が契約の内容に適合しないものであることが判明した場

合であっても、甲に対し、履行の追完の請求、売買代金の減額、免除若しく

は損害賠償の請求又は契約の解除その他一切の請求をすることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、甲に対し、引渡日から１年以内において、

契約不適合の目的物の修補に限り、請求することができる。 

 

（契約の解除） 

第１７条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しない場合において、甲が相

当の期間を定めてその履行の催告をしたにもかかわらず、当該期間内に履行

がないときは、甲は、本契約を解除することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、乙が第６条の義務を履行しないときは、甲は、

催告をすることなく本契約を解除することができる。 

 

（返還金） 

第１８条 甲は、前条及び第２４条の暴力団等排除措置に関する特記事項に定

める解除権（以下「解除権」という。）を行使したときは、既納の売買代金

（第６条に規定する義務又は乙の責めに帰する事由による解除の場合にあっ

ては、第５条第３項又は第４項の規定により乙に返還しない契約保証金を除

く。）を無利息で乙に返還する。 

２ 前項の場合において、甲は、乙が支払った第１４条及び第２４条に規定す

る違約金並びに第２２条に規定する契約等の費用、本物件に支出した必要費

及び有益費その他一切の費用は返還しない。 
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３ 第１項の場合において、乙が、第１４条若しくは第２４条に規定する違約

金又は第２１条に規定する損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、

甲は、これらの金員と甲が返還する売買代金の全部又は一部とを相殺するこ

とができる。 

 

（明渡し） 

第１９条 乙は、甲が第１１条第１項の規定により本物件を買い戻したとき、

第１２条第３項において乙の求めを承諾したとき若しくは解除権を行使した

ときは、甲の指定する期日までに本物件を明け渡さなくてはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第６条の義務を被告が履行しなかったことによ

り本契約が解除された場合又は第２７条第２項の規定により乙が解除権を行

使した場合（次項に定めるときを除く。）は、乙は、解除日の翌日限り、本

物件を明け渡さなくてはならない。 

３ 第２７条第２項の規定により乙が解除権を行使した場合において、融資の

承認が得られなかったことに乙の責がないときは、乙は、令和８年６月３０

日限り、本物件を明け渡さなくてはならない。 

４ 前３項の場合において、明渡しにかかる一切の費用は、乙の負担とする。 

 

（原状回復義務） 

第２０条 乙は、前条に基づき本物件を明け渡すときは、本物件を自己の負担

で原状に回復して返還しなければならない。この場合の原状とは、乙が本物

件に入居したときの原状とする。ただし、甲が本物件を原状に回復させるこ

とが適当でないと認めたとき又は甲が第１２条第３項に基づき乙の求めを承

諾して本物件を買い戻すときは、現状のまま返還することができる。 

２ 乙は、前項の規定により本物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日

までに、本物件の所有権の移転登記手続をなすに必要な書類を甲に提出しな

ければならない。 

３ 甲は、第１項の規定により返還された本物件において、乙所有の残置物が

あるときは、乙がその所有権を放棄したものとみなすものとし、乙は、甲が

任意に当該残置物を処分しても、異議を述べない。この場合において、当該
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動産の処分費用は乙の負担とする。 

４ 乙は、第１項ただし書の規定により現状で返還された本物件が滅失し、又

は毀損していると甲が認めたときは、その損害賠償として契約解除時の時価

により算定された減損額に相当する額を甲に対し支払わなければならない。

この場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場

合には、その損害に相当する額を甲に支払わなければならない。 

 

（損害賠償） 

第２１条 乙が本契約に違反した場合、本契約に定める義務を履行しない場合

又は第１７条の定めにより甲が本契約を解除した場合において、甲に損害が

あるときは、甲は、乙に対して損害賠償を請求することができる。この場合

において、乙において損害を生じても、乙は、甲に対して損害賠償を請求す

ることができない。 

 

（契約の費用） 

第２２条 本契約の締結及び履行に要する一切の費用は、全て乙の負担とする。 

 

（公租公課等の負担） 

第２３条 本物件に係る公租公課、管理費、修繕積立金等については、納税告

知書、請求書等の宛名名義にかかわらず引渡しの日をもって区分し、引渡日

の前日までの分を甲が負担し、引渡日以降の分を乙が負担する。 

 

（暴力団等排除措置に関する特約条項） 

第２４条 暴力団等排除措置に関する特約条項については、別紙「契約におけ

る暴力団等排除措置に関する特記事項」に定めるところによる。 

 

（諸規約の承継） 

第２５条 乙は、本物件に係る管理規約及び使用規則等に基づく甲の権利及び

義務を承継し、これを遵守するものとする。 

２ 乙は、本物件の所有権を第三者に移転するとき又は賃貸借その他使用及び
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収益を目的とする権利を第三者に設定するときは、前項に規定する遵守義務

を当該第三者に承継させなければならない。 

 

（相隣関係等への配慮） 

第２６条 乙は、引渡し以後においても、近隣住民その他第三者との紛争が生

じないように留意するものとする。 

 

（融資利用の特約） 

第２７条 乙は、売買代金に関して、金融機関の融資金を利用する場合には、

本契約締結後、速やかにその融資の申込手続をする。 

２ 前項の融資の全部又は一部の金額につき承認が得られず、金銭消費貸借契

約が締結できない場合には、乙は、令和８年２月２７日までに甲に対して意

思表示をすることにより、本契約を解除できる。 

３ 前項により本契約が解除された場合において、融資の承認が得られなかっ

たことに乙の責がないときは、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息に

て速やかに返還する。 

４ 前２項の場合において、融資の承認が得られなかったこと及びそれに乙の

責がないことを確認するため、甲は、乙に対して融資に係る書類の提出を求

めることができるほか、甲が乙の申込先の金融機関に問い合わせて融資の不

可能であった事実及び融資申込日の確認をすることにつき、乙はあらかじめ

了承する。 

 

（疑義の決定） 

第２８条 本契約について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項につ

いては、必要に応じて甲乙協議の上決定するものとする。 

 

（管轄裁判所） 

第２９条 本契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、東京地

方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

以 上 
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【別紙】 

物 件 目 録 

 

１ 建 物  

一棟の建物の表示 

所在 あああああああああああああああ 

名称 あああああああ 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下

１階付１３階建 

専有部分の建物の表示（あああああああああ） 

家屋番号 ああああああああああああああ 

種類 居宅 

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 

床面積 あああああ㎡ 

 

２ 土 地 

敷地権の目的である土地の表示 

所在 ああああああああああああああ 

地目 宅地 

地積 １７４０．７９㎡ 

敷地権の表示 

権利の種類 所有権 

敷地権の割

合（共有持

分） 

あああああああああああ 

 

３ 専有部分に附属する物品等 一式 



27 

【別紙】 

契約における暴力団等排除措置に関する特記事項 

（総則） 

第１条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。 

 

（用語の定義） 

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 甲 文京区をいう。 

 ⑵ 乙 文京区との契約の相手方をいう。 

 ⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法

律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号の暴力団をいう。 

 ⑷ 暴力団員 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。 

 ⑸ 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有

する者をいう（この特約においては、暴力団員には暴力団員でなくなった

日から５年を経過しない者を含む。）。 

 ⑹ 不当介入 不正な利益を得る目的で暴力団関係者が行う行為で、事実関

係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要

求、妨害その他契約内容の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為

をいう。 

 ⑺ 法人の役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員（役

員として登記し、又は届出されていないが、実質上経営に関与している者

を含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者並びに直接雇用契約を締

結している正社員をいう。 

 

（乙が暴力団関係者であった場合の甲の解除権） 

第３条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約を解

除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。 

 ⑴ 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又

はその構成員であるとき。 
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 ⑵ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものである

と認められるとき。 

⑶ 暴力団又は暴力団員に対して、直接若しくは間接的に金銭、物品その他

の財産上の利益を与え、便宜を供与し、又は暴力団の維持若しくは運営に

協力したと認められるとき。 

⑷ 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまで

の間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為を行った

とき。 

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行 

為 

２ 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かに

かかわらず、乙は、契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として甲の

指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（暴力団等を排除するための連携） 

第４条 甲及び乙は、警察と連携し、本契約に不当介入しようとする暴力団及

び暴力団関係者を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うもの

とする。 

 

（不当介入を受けた場合の措置） 

第５条 乙は、本契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団関係者から不当介入

を受けた場合は、き然として拒否し、速やかに甲に報告するとともに、警察

に届け出ること。 

以 上 
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